
福崎町・姫路市連携コミュニティバス ふくひめ号の協議運賃について 

 

１ コミュニティバスふくひめ号について （別添 チラシ参照） 

運 行 形 態  福崎町・姫路市連携コミュニティバス（路線定期運行） 

道路運送法第４条に基づく一般乗合旅客自動車運送事業 

運行ルート 

 

 ルート 起点 経由地 終点 

⑴ 
姫路市連携①aa  

（通勤便 A） 
駅前(交通広場) 高橋(官舎下) ＪＲ溝口駅前 

⑵ 
姫路市連携②aa  

（通勤便 B） 
ＪＲ溝口駅前 ＩＤＥＣ前 ＪＲ溝口駅前 

⑶ 
姫路市連携③aa

（連携便） 
文化センター 福崎町役場 文化センター 

⑷ 
姫路市連携③-3

（連携便） 
文化センター 福崎町役場 ＪＲ溝口駅前 

⑸ 
姫路市連携③-4

（連携便） 
溝口ニュータウン北 福崎町役場 文化センター 

運 行 日 

運 行 回 数  

平日 １２便（⑴：４便、⑵：２便、⑶：４便、⑷：１便、⑸：１便） 

土日祝運休（年末年始 12月 31日～１月３日運休） 

運 行 経 路  

運 行 時 刻  
別添チラシ参照 

使 用 車 両  １４人乗りワンボックス（運転席、助手席除き座席は１２席） 

運行開始日 令和３年４月～（社会実験：令和元年 10月～） 

運行事業者 神崎交通株式会社 

  

２ 協議内容（道路運送法第９条第４項、第５項に基づく協議運賃） 

⑴ コミュニティバスふくひめ号の運賃について 

 コミュニティバスふくひめ号の運賃（1乗車／片道） 

区分 運賃 

大人 ２００円 

小学生 １００円 

未就学児 無料 

福祉対象者 

（75歳以上の方、障害者手帳をお持ちの方、 

 生活保護受給者） 

１００円 

⑵ 今後の運賃協議の取り扱いについて 

ダイヤの改正や路線の変更などの見直しを行った際に、運賃の改正や運行事業者の

変更を行わない限り、今回協議する運賃と同じ運賃の適用 

⑶ その他 

福崎町運賃協議分科会（令和 6年３月８日付）において「均一料金で運行しているコ

ミュニティバスの運賃協議」として、ふくひめ号の運賃協議済（上記内容と同一内容） 

資料２ 


